
◎当薬局では、国が定める基準に基づき、以下の体制・取組を行っています。 

 

■ 調剤基本料について 

医薬品の適正管理、十分な薬剤師配置、必要な設備体制の整備等、国が定める基準を満たし調剤を行っています。 

 

■ 後発医薬品調剤体制加算について 

後発医薬品の使用促進に取り組み、品質・安全性を確保した上で、患者さまへ十分な説明を行い、調剤を行っています。 

 

■ 地域支援体制加算について 

地域におけるかかりつけ薬局として、夜間・休日の相談対応、在宅医療への対応、 

医療機関・介護事業者等との連携体制を整え、地域医療に貢献する取組を行っています。 

 

■健康相談実施について 

当薬局は、地域の皆さまの健康維持・増進を支援するため、健康相談を実施しています。 

◇ご相談いただける内容 

・お薬やサプリメント、生活習慣病や健康管理について ・医療機関の受診、在宅療養や介護について 

・健診結果や検査値の見方 ・禁煙、食事、運動などの生活改善 

医師・医療機関・介護関係者等と連携しながら、必要に応じて受診勧奨や情報提供を行います。 

 

■ 連携強化加算について 

災害や感染症発生時に適切な医薬品提供が行えるよう、関係機関と連携体制を構築し、医療提供体制維持に努めます。 

 

■ 医療 DX 推進体制整備に関する取組について 

• オンライン資格確認システムを通じて、患者さまの薬剤情報・特定健診情報等を取得し、 

調剤および服薬指導に活用しています。 

• **マイナンバーカードの健康保険証利用（マイナ保険証）**の利用促進に取り組んでいます。 

• 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用し、より安全で適切な医療提供に努めています。 

 

■ 医療情報取得加算について 

オンライン資格確認システムを通じて取得した診療情報・薬剤情報等を活用し、安全で適切な調剤を行っています。 

 

■ 在宅患者訪問薬剤管理指導について 

ご自宅等を訪問し、多職種と連携しながら、お薬の管理、服薬状況、副作用の確認等を行い、療養生活を支援します。 

 

■ かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料について 

特定の薬剤師が継続してお薬の管理を行い、服薬状況の把握、副作用の確認、24 時間の相談対応等を行います。 

 

※ 各取組は、算定・届出を行っている場合に実施しています。                   エスケイ薬局 


